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i：地改革と.~民の 111 JI I沼沢にたいする

支配権の拡大
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条｛~：に－ ) 1;、ては稿を改めて検討する予定である。
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さらに工業をその11'牧漁民！J；／＇！をと也に発展させ，

1て業は前者の発／j)lを支えるヰミ産財rjrrこ建設すら，

したが｝，て‘農村I 'f：ど法産物｝JI!LI；業である。

li1J)1,tl王済i訟の形成とは農民の集同経’j主体がそのPT私11ぇ
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・'); ノJ:.y{J，（除去jJ)、大強化L口、くことを意味すーる。

!;'kf，〕J1'1,/ !;_ ）：＼；／ぬと Lたブ「いレケリア権力の成立は，

／二／ι人にi材者がイサ百h.く発展するこど・・.: (1) ,J、：i、，
I J、

日体的農民A氏は実際トー支配権を3
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!J\l\ 己 1＜＇.~~＇d'.tfをの農村＇ I) ） 歩み；t，農民が支配体大肝心lliJ時H・二てわがtl¥l{t l , 古川｛余勺： if~i& ,¥ 1 t、

合お工i王すi出J1，店i'Y.J／.よがり合拡大してさた歴史であit i七｛本山新しい連投路線をfillI) /l'i j・；こい／こ，／.ここ

山林，／Jl（野，水干I］などは農民の再生産基盤と，、
F ノィー〉

小論では，農民の；tiFtJn'~投資山形' ' 千九一♂ド v '-
,:: ・ic ,,rn，，；止し／→コ

こJ,lt, ［ては最も if［要な要素の一一つであるから，，／） について↓会討すらっ！＆を可能にした条件の

かどのように変遷したかを検討することにする。たとえば苛辺氏がl:iむ21.c方＼で11元.＝：＿・，.γ）条「！とは司

r-.J也改革以後新型農村の建設の旗手左なず〉iで，高利貸の打ffij左［Tj家1主］した生産資金・同定資産，

てきた王同藩合作社の具体的なMを紹介し， tli
国営商業，供錯合f＇＼.社：の ,ti:'主十七隼/l¥,の信用供与、

水平IJにたいする農民支配権の拡大が初

そのfザjO）書践にも ＇） た lli＇要性を示 Fことにするo

tけ／・,i二外安Mii1をU,HmLたい什

林，！点!Jlf,人民権力の成立などラいく

〉かの｝.il出k・あるが，ここでは，；：'.H江主AAや；二村J:I:

~~＇！：，，~；こと p ご布、 i1f 欠江ノk手1］、燃料？！肥料、話lj主fJ~·－

刷業生産による蓄積、

（『アジア ffi存』，
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Ⅰ　王国藩合作社創業史にみる初期の蓄積
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E同藷合作目：制~＇！史にみる

初！｛月の苦悩

これかむとりあげる E国i落合作仕は河北信道｛ヒ

lj人）11［｛西.j（時I村にあ竹， i：目藩にm狩されてでき

たfH↑斗lである勺 1954～;i:ii.f:にかけて中共中央内

で農村台作社化合 ihぐペて ：，'ff！！なj］交接論争方＼｛iな

わjもたつ この，l命争は，周知のように，

30 日毛沢東の i f-,＇－作化に〆〉ケて｜

lリ：；5'.f7 Pl 

のffi告で決

持をλ， 除械化に先行Lてf,作化をjJtめる ）J引に

戸！；主る 7);, そのc,＇・、‘ （＼＇／（・TUヒ推jf主ふれf〕主%iの:iE

王国産社；が診）；；~ tる。しさそ亨：J ) : tるやrJとして，

その後， l川8ifぴ）大躍進運動のときに． どとtl：化政

恨の推！並斤として丙び説場する。 法1111人i芝公社の

ぞかノ非 II＇と A立tlv1モコノレどし ζ の [[ij持〔＇ ，，、lがそ

;/tでふ／，， 士山｛た L；どじく）二ぃペciA:1mから

)flえuカ＇， 11}びlリ（i付与三日）・.tiヒ大与＇. l;i可 .i\E チ)jc1〕 q1 で－~·

び）推進す；として械工られラ 19制作にはiCf北白革命

・t5 ruミロ）常任委はにj'IBffされ、 （占！咋 IJ J JJ片11'li七

jlj':党議 9期／止］F［大会では党中央c$Ltに浸ばれた向

こ G'l 主五i/J か；三でも~ ）元、る上う；二‘ -L ;;~ 1,k H（の JI交

策か支配fl1J：こなコ tこときに必ず苓J;J,,,・ してさ／こ .{: 

沢東はE!S:'i年r.旧，1様子，／HLのおIJ業史に「節約して

台i乍社全jfil竹し上う j どL、心コメ／｜、を，＼)1,、fこが

(. :JJ その恒かし、コメ〉トω中に τ かれしり社i主l'

五建設のな引がJ＋＿き正tきと捕さ出されてL、る。

王国藩合作社創業史 （'I •l ' 

刊行三年秋ー 2:-;FiのJ！＇［良で初ff}k什／1：祉をと組織。 HI

地1:'i. 111ヘケケール（llq三J'.J6,77ーノレト ぃぺ：-1¥lfl, 

ヱミ具はほと／υt・ な〈， 男子労働力1:l, 

il) 5:-¥If.早 fr、18男子労illib}J，ねh‘（； ]5干口メ

ートノレ同作れたl｜｜へ焚木取し 20 ~l ！？：！っ 20トンの焚

木を完却4川元をうる これで， T二 lli口、 下lD¥i]'f

1守＇fl~ l台，

r8 

む干の小京共購入， ZJl:i:£11三Ii＼！はその

間企：子労働力を組織して農間基本建設，肥料作り 0

430元の所得にたいし，生活用として配分せよとい

う要望強し。

購入した家高用の小屋を建設するため， 男

子チ1・f，効力 lにつき，

下水：！しばりのIll資，

2本の大釘， 2本の丸太棒，

＇.耳）

)J 9‘ 

河原から石材の運搬。

5;1,qq手i井前，第 2[ii] Fl柴草刈り C

210；己をうる。 それでラパ I頭，

努子労働

羊1ITI:l:i, 

豆腐加工工具一式の購入c 豆腐加工を始める。男

子労働力10と女子労働力で春耕準備。

(4) 1955年存耕時から夏季耕作期間まで， A-ff 

fl：の種子の不足，半数戸が端境期の飯米なし。

の解決策として， [rt家に援助を仰がず，何々所1T

の椅子のll1資、 主~J,］主主Jl 人からの併！日、千1宇機肥料を

fr ，て購入肥料の節約り 欠精は社民和立の融通。

さつ（ヒいもの苗を：つくって｝以売，ら（）（）余広をえて

主主地購入ー f~r入れに用いる。 秋作取入れu'Li'iilk.i土

I.｛.；！さn会占記（区は保と十fとの間の行政liif立）かられi

人i'i'-Jfttt諒妙、jJli全うけて切り抜けるυ

'.5) 1%:liFt火~x.。 {1/L 各戸lifj{J.よりり（l'；υのJlぇ

人のよ自）（， 公共財産乙100元 (1戸平均10余lじ）にi主

すっ

i6) 5:3年冬， この成果をみて60戸が入社絞りeと

／；（る。中；長の入社によって次の間題が発生。

v 役畜・ 2ミ兵の！！［lil寺社有［化を主張する中震と

社fffヒは社の有償購入のため社の基盤そのもの

を危くするから，私有借用にして賃貸料だけを

支払うと主張する貧農！日社員との対立。

・；c手のいらない柴草刈りで蓄積を増加しよ

うと主張する貧民i日社員と収入の高い運搬業や

咋治設備を購入してその副業をおこすことを主

張する中農との対立。

けっ 3上く，貫廷が勝つ。 そして

(6) 第：＼［ぱ柴T,'f;41jり。 その収入から 3頭の牛を



Ⅱ　山林，原野，荒地の分配と問題
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いる。日常入コ

(71 また中農から割のよい

54年冬の面1］業による誓

豆腐加工を始め，法1巨生の以f主もれを拾L、長忌i年秋収穫後、

品I]!撃が提案されている。

穣。

肥料用i','Cxljり，供重点古4回柴草刈り，めて販売，

台作者か九落花生の委託加工などで 155071己の収

53年の端境期の生活難を農民間の相互融(;l守！？ヤカー '2f：ララノく '2 l!lt 入，次の生産財を購入J

肥料ゴ007己ヲ削料180元。
資で切り抜けている。

（イ）は労働の協業にもとづく蓄積， やすは土地改革.54年 1{--. 14示戸に拡大。

］（）日年までの建設の総指り

f8) 

1!1) 
制II寺における農民の物的取得の問題にかかわる。

1＇.王手1］貸金融にかわるおiしいは解放古iJの地主余融，’公j:f;cUJi耳•， 6000元 C1戸r－均31余；i:)

さらに国家の借款の問題が含まれ

ここで問題にするのは（ロ）ど（ニ）の一一部の問題で

いったし、，解放前の農付で貧農の集団が販

農民相友信用，

るO

ある。

ロパ 3IiJt 

リヤカ一三台，荷車：t台ほか。

ラノミゴ頭，v 主な内存，牛12頭，

年103頭，

;:j;；樹目的2ヘケヲーj¥_.,,11貴林市ヘノ7ターノレ，司F

然；木を取ってくることができたで、あz乙の？こ立）｝こ、他にj11J原に楊'.27万本；を植林。

ろらうかc これは入会権，山林原野の所有権の問題

士た，荒i也河川敷への値林は， f台

数年先には干枝刈りや干草とりが

t主要な燃料，肥料採集地となるであ

にかかわる。

ノ，J<u>J非なんす＇，

llj能となり，

lム＿，llたりの穀物生産長川！ラ｝

hO.:iYロゲラム

II 8::i.コ

l同2年

1 川；1年

lリ：i-Jil

l汁：；；，；1

" 

ff 111 

このような僧林がなぜ11J能となったのか。’｝ ・1, ’P 

ゴム，茶泊， I奈，

薪1此薬1','i.などの収集， H木製品生産ーであ

これ「〉はL、ずれも現余収入として蓄積立証で重

/,',I］；，＜で吊；要なものは茶，桑，桐，

司H古t,

ぴ）

食t;;H長助と l::i（）～ lhけるーの六／j校の筒U}Jをうけ

ft様：；，；給状況、 1%]if主主でjfjiJ 2. ;iトι" 

ス色ノ。に＇， ＇／；こ IJ－；＇ 泊 ifに；土1.5トンの食協のWJI＼が

山林，！京野の所石権が土地改

不でどのように変化したかによって岩氏収入には

大さな影響を与えるのである。

E要以役；号！］を果たすり11Jrjむとなマ〉／三り

C Ii 1 ) r 1v1 1ιI¥ 1J計州政比例発展終業生底的傍

（ふJ （『新車i’月 i:11』， 1959年， No.17）。

(it 2) 社政，！凍滋民，＇ff;12「共政党民王国藩j

（『新京、i'/J f!J』、 1959:f', No. 17）。

C il :i) 「勤倹ヲfti J （『中間住村的？J.会主義砧ゆ1』，

Hi十）。

〈：主4)

(ii: 5) 

日、 l.山日l];f02 ：，：： われわれの litH~九；こ J~t らし亡診慌l

・,jると，

集IJIの労働投資が努擦の手執をなしとし、（イ）

-／、由。

｝ーとして（i13),iノ資料からとる。

ニグ1/(j；分 （） み予防i。

15キ11メートル離れたりiかんの柴，＇｛ 1：刈り

河川敷に27万本の楊

｜罰〈これらはのちの建明人民公社化に草委な役7討を果

たす）。

ヵ：電要な普積W'i（であった｝

植林，67ヘクケールの植林， 40ヘケケ－；レの果樹

ロ

荒地の分配と問題

19 

一般情況と分配規定

BJ 

f
J
R
 

一
rtノ1f1林，II 

下／トJ；，の廷はにな t,

イ；i；を；；，，えして

引i小メljI) cl）小；；ミH、

hるヒ 7に仰人びJ/U資が繋F主的

（ハ）



1971010022.TIF

中III円土地利用報況は (n1支のとおりであるo

k地改草を通して， これらの地日の既frの所有維

は変更され‘所有権未確定地は国有に編入されたり

第 l表 q1同の土地利用（1957午）

1 全面i：地面段 I c~~勢同 I 100 (%) 
つ

耕1* 
117 12.2 

3 77 7.9 
4 300 31.3 

5 〕荒 1α｝ 10.4 
ii 持？ 地 33 3.5 
7 Z」- (/) 他 366 38.5 

（出所） 石川滋『中国農業の長11耳慣望 I』（アジア経

；斉i1汀』完所， h庁内資料， No.43 27), 6ページ。

ご三であっかう II！林，原野、荒地hどは：＼， 1, 

日‘ Gc1】ryf「｛にはいず》ていると汚えられ． その面

積はきわめて莫大なものであ 6りが（林可能なl面積

だけで i,'.? ｛：志州00.7;,, '7ケールr,1I Jあると長j〉れ

排出面開ぴl'.?.S f;'f,配分された耕地の 5併以 itこ

遣し‘所有権円確定作業だけでι想像に絶するn

どの大事業であ 1 た土 tえられと）

1917年 9J-lに公布された「f：地大摺jは次のよ

うに規定するコ

第 9条 士7fての特殊な：上i也および財序ムの処fl甲

l 主； 

（甲） J[j村；，水干I］，アシ・ヨシ群生地， 池，荒

j也、その他の分配できる土地は一般の土地の

基準にしたがって分配する。

（乙） 大保林，大水利工程， 大鉱山，大牧場大

面積の荒地， i仇沼は政府の管理Hこ帰属すー。

19::iU年6月の新解放I互のための r1:::1也改革悲j

はさらに発展3せて次のように規定する。

第I＼＇章特殊土地問題の処理

第lfj条 没収・徴収した1I1林，主主魚i也茶1IJ, 

枠l山，桑i乱竹やぶ，果樹民l，アシ・ヨシの群

生およびその他の分配！！J能は土地は，適切な

比宅で， 一般｝）土地に換算し，統イ内に配分

20 

する。牛.ilf:；ニ手！！ならしむために、従来その地

で生産に従事していた農民にできるだけ優先

して分配すべきであるO これらの土地をm1i1,

したものには、一般耕地の分配は少なくして

もよいし， ゼロでもよい。分配すれば経常に

不利になる士地はその地の人民政府が従来の

慣習に従って，民主的管理を行ない合理的に

経営することができる。

第18条大森林，大水干I］工程，大面績の荒i也，

大規模塩田，鉱山および湖，沼，河）11，港な

どはいずれも国家所有とし 人民政府が管環

経営する。従来，個人の投資によって経常さ

れていたものは，原経営者が人民政府の公布

する法令にもとづいてひきつづきこれを経営

する。

::i120条 土地を没収あるいは徴収するさいに，

~，＇！； J；上び基地内立木はいつさし、苦手jかしてはな

らなし、

l土地法大綱J9条の甲i頁が「土地改革法J16 

条に発展するが、分配およびその後の管理にたし、

L，原生産自1長先原良ljとその地の人民政府経営原

JllJを導入する。 この 2点、はのちに述べるようにL、

ずれも主主要な意味をも ／）。乙攻は「士地改革法J

18条に対応するが，新たに塩田， MJIJ，港等がは

いり，個人経営の大森林についての条項が加わる

が，新しし、原艮ljは導入されていない。

第20条の墓地とその立木の処理について［土地

改革法jは新しい条項を加えたcその内容は，地主

の所有するものであると富農のものであるとをと

わず，いっさい子をふれてはいりないとしている。

もともと「土地法大綱j には規定されていなか叶

たし， 1:)48年lOJj東北行政委員会からも墓地は分

配しない｝j針が指示されているか_I 2）。しかし， i年

後の 1949年12月の東北人民政府農林部の指示で
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は，地主， 富良の墓地とも実埋葬面積の 2倍以上

はill:収Lて公 fTにすることとしている p 東北i也！五

でこの指示／；＇ゐどれほど実行されたか疑問であるう

墓が動力、せる上うにな， ,tこのは 1%81干の ）.~躍進均i

にな－，てか「）である。 それでも虹t,tが強く，丈，＿r,:
[J,jfでも手／Jゐ＂）けら ,ltていなL、ところが多いとi出

墓地は111，刷の ・tfllをi'i cf；，そこの立木， t存在2

7子山て経済的な一定の重要性をもづてL、た。精神

的には． ；；ミ lその「 J,r~水思想、j → I氏と＊の道を定

めるものという j主f.~ のシンボrレであったっそ

れは一つには l共l"J体」支配者の統治の道H－に使

J.d i口、六二 l I :i；基地は過去にiゴL、て， t~民生活に

,fr，【Jfir-{i、 l~k t t，】てし、たと 7jえらJしるが、 ここで

は資中トゾi;/iWJふA tr, . yてこれ以上はあ’〉かえなしら

1(1日IJ 'I' Jり「 L:1也改革法j以後，各I也で実情iこあ

' fて山村、‘ 11;(111子， il'U出などの分配規定がLl::l主il,

q, J九人J¥: D1,:;r「休業，＇， i¥:J) ［＇休業法令徒州諸； i柑lに

｝、と～ムJ1ごいる η そσバ白けにもとりし、て， 分自己

JJ¥',Lc＇）；ポ特徴士 A在宅上＇liしよ〕（かっ二内ぺージ数は／，ij

；＇；の dJ一戸士さす），

2. 行政単位による配分

山林， [r;l町、 荒地等は大きくわけて， lば有，十i

（郷）有， fr{)c if, （寸｜｛本Ff，私ff山 11：つに分配さ

れたが‘ 分配にあた、て，山林，原、聖子，荒地内 l'J

然Jf~でなくう fl今政単｛立を；忌礎にIsb、ているυ 当｜［ 寺

G 

となてjて，.，、たじ l斗釘林i土県人民政1FJ、i二が管理経

営することカミ規定されたり たとえば紋i連省 ii二地

改革における山林処理弁法J22条は「すべて同右

に帰した山休は県以上の人民政府が管理経営す

る。その中て1：を;;f;,j：不便なものは， k，恕II人民政

府にJ背理経F；せを委託十るl (162ぺーンJ と規定し

ているQ した刀Aって，県公有林はイ段（lJにはなレド

lift一のjy1J外として湖南省、がある（179・ ；ーンム制度

の問題があるのかも知れない。中南区では県公有

をわざわざ禁止している卜・川村あるし、は郷公有

iこな｝たものは専門に人があたって責任をもって

符用L/,( ければならなし、。個人私有，協同所有，

村公有， （柄引的には郷公有）， ！司千iの外は，県有・

1豆むにしてはたらなUづ (168ページ）。

1J i林，原型f，荒地などが県，郷，村にまたがっ

たり，人fl，所得において著しい不均等が生ヒた

ときは，行政村を基礎どして調整が行なわれた。

また，林野の管理委員会も郷，村の単位で設置さ

れたc たとえば， 11：西省、「士地改革における1J1林，

池の問題iこかんする補充指示」第 2項によると，

「i11林分配の単位は大衆の経常と管理！の使宜に適

合するため，一般に郷あるいは村を単位として分

自己ずること， すべての経済林，杉などは村単位で

分配し，郷が調整するj (184ペーの。

分配が行政村単位を基｛濯にして行なわれたとい

うことは， のわに；述dζる水干ljの場合と対照的であ

る。水干I］では用水路単位である。 したがって行政

付をのり越えて管理委員会が組織されることがあ

.，ナ－
i」 O

3. 分配における国有林優先原則

I 1) i司有林ムに編入されるものは全国的にほぼ共

通しており，次のようなものである。

(,(') l司i均？名勝，占蹟，l鼠景林，亘要な同十

（ロ） 天然林，戸庁千T吉4不防iの森林

け戦犯，ボス、反革命分子が所有していた森

林で、人民政府が法律に主って没収したもの

（二j 地主，川，！府！？寺院，教会，学校，団体，

各種族111，衆山から没収した土地および商工

業者，自農から徴収した森林，原野のうち，

一定而棟以上のもの。

‘一定而椋r.1_1二”は地域によ e p て異なる。たと

えば，
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それにたいする同家の指導

がよ見定されてL、る t 先の福建省の令1Jでは，：n条i'・ 、

fltの111休も真剣に保；委しち“u:,:i11 W;il1”（ill ti）仁ろ

もろの収入で笠活できる上らにする〉土いう長期建l立

ロニミが組識されたが，:i:-J.5以と〔i向k ヘケザ －！レ）

日付 18 

fi.02:1 

西南1~－＜

山岡：（］＇

泣東省

i主将／t;'

人民政府の指導のもとの11r:w1にのっとって，県，

，；長！こ，郷を単位としてill林管理委員会を組織し，

!I ！，造林のがj款を制定し， Ni，ド~，育林，使用，伐採，

J3.c'i 

三（）ー1

'.{-l.5 

:n.s以上と 20.l Lソ、［：

「
J1
 

6

－、、、，
p

・1

深山

森林

西北［主

F可E長ド；

川南Iズ

！！｜北Iメ：

!Vi火などにつきHt本的i見定を制定L、盗伐子i九

氏i二管理と ［tJ'型的経？i；を行なろ二と！と規定して

県政府の指導のホ土 iこ，組織のL、；；：，o す／J.;f) t), (i.7～I. J.4 

1.33ヘクタ－ 'c・J'/.ドのものが

ti. 7 

i也）J公有H:

（個人干ムイr，土 ごの,i;，，：はの七iこみるように、

jkj家の長期利益と畏民の短期利益とが衝突したと

きI主要な；g-:味をもった左：汚えられ，るの

;1·~ 2点， r私有料；でも伐採tこ.) t、ては県人民ー政阿＇.f

）；主iが決定されるQ

分配されたと芳えられる）

:l.:15 !ii東省

われわれの知りたいのは第 Ii＜でみ／三百怠！（目）)jへ

や，1Jで広東缶、のJ,場合l土1i;,1 び＇＞ ,ff riJ か必·~である。ど＇ Jl くじ L 、が＼ l~ 自イじ主 Jl たかでケノ；， ・-,i..♂）ご） tハ

に；：o,t,:以上伐採する場［，はあらかじめ許可をうけ東北) L、ては資料がλあたん tiいけ二JLi二ルマii、，＇，） ら

この維の規定は.'i':かければならなし、としてし、るつ［同.Jtv'＞太1Jl怯！.：}hi! l 1；よw:?J'N, バ
H
』

い一、己のj、森林，

これは民l'I!:（／）良業生産には1ri:liij的L二散えされるのIll 誌のMを！日以’長l二｜主l有化ミれたとHti¥llJされあし

l r,,1の伐採量が：l（）本以J友関係ts.L、かもしれない。fに！也がikj千nこ私υ＼さ店長j聞の山林、原野，L、がち

しをこえるような私ごw林をもっ個人は富農以外にれたと思；!Jれる u

しかし，公有林にもこの規定が

｜説家原理の優先の証左のーっと

はなかったろう。分配l侍におけるi月11林故優先12J 

適用されてし、る。

なろう。

福建宵「－J二地改革における山林処理宍法J2：：条

ます三，！iiは「没収，出収した山林、の分配）j法は，

翼民の支配権の拡大

；良民の伝統的慣習の尊重

4. 

(I) 

の t)iこ， 1!1材、の？古i)l2:: 家 Iニ帰J，喝する ~I 1林をとり，

郷土郷と各社~；の原経世山林内面E聞にもと♂山、てラ

没収または徴収した山林，原聖子，

l五有ないし公有化され

荒地などを良i'l 主lf,をlffi'｛：：して，の｜司ぴ）＂問整をおこなうこと c

ょにiこ配分するとき， また，主事かじ己申台と民主的協読の原貝ljfこもど’パ、て

従来の農民たものの用益権を虫民に1］.えるとき，

の慎符が尊益された。

そして1Uによってh;;[各flt戸に漸次配分する。
，
 

j
 

F
4

，nt
 

分配の例では［土地改革法J16条に次のように

続定されぐいるJ没収または徴収したiiI林，一長;l]l

Cln3ぺ・γ ；， ) ~'. 

分配の順位を指示してし、るのは｛也

十本権を保定するとと」

規定してし、る。

界をti：占行、

：凶殊や！！どは｝子えられな＼，•討にはみムれないが3

茶1J1，柄tJl、桑陣i，竹やぶ、果樹園，アシ・

荒地その他分配できる士地は，適

統一’Lて配分す切t;.L七平で A般の耕地に換算 L., 

山出

ヲシの群生地ー

1f'it:1：有林にたい？る民家U>Iニi't；、

J.:I Fの2，＃，にみれjLる。

弔 l},¥' ::Jlc[J・ i有村；；t郷主たは十i士lj'i牝iこfi'fo,1玄
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ること。生産に有利になるように，従来，これら

の生産に従来してきf：之氏にできるどけ宮先的に

配分する F 円……｜

後者の資料としては切崩建省の18条は， 「従来

農民が集団で使ってた柴箪刈用の山は胤習慣に

上って、 ぞーの郷，村人民Lア｝｝牙有とし，者！日・村人民

が民主（i(J.＇.！：、両r理経営と［定「llを行なう・ 一！ (162ペ

ージ〕とそのまま農民の利益をそこなわれないよ

うに両日 r，~·.されている。はし竺つの場合から従来の

農民の利益it尊重さむたと持えてよL、
(2) 農民の新たな所有織の拡大

「；土地改革法」 16条が規定するように没収また

は徴月＜＇. c ~した山林，！京~Tf, 各種経済林などは国有

林を日ぜ、てう耕地と抗~rtJ に換算され『山口｝所有，

団体所有，私有に配分された。われわれの知りた

いのは，国有林と非凶有林の配分比率はどのよう

なものであり，非国有林内部の各種所｛flこどのよ

うに配分されたかである。 n，体的なま文・::r：を准計す

るまでにし、たっていないが，次の（3），らで述べる

よう t士、 +J-所有，協同所有への配分が民：弘大きい

ので仕なL、かという印象をもっ。

ここで問題として残さねばならないのは，国有

林と郷有林あるいは村有林との関係である。郷有

林， 村有林（よ国有林であつら郷， Hにw.r翌経営

を委託されているだf:tなのか，郷または十jの集団

的な所有なのかという点である。経連省の「林権

分割弁法jによれば， ITJfr林の中に、 「仔級人民

政府が現に経営管理する仁のJ(78ペーの刷れ、

っているが，福建省の弁法には，村有林は国有林

と別であることを規定している。 3章12条では「没

収およひ、徴収した山林；土、本弁法tこEって国家iこ

帰属したす】じり以外は， ずべて分配しなければなら

ない。 1戸の経営に適切なものは各戸所有に配分

L, それが不適当なものはその地の原習慣を参考

にして数戸の共有にするか， あるいは自由意志で

A絡になった組合所有とするか、 あるいはさらに

l郷又は 1村の共同所有にするかして，合理的に

経営しなければならない」（1帥ページ〉と規定され

ている。国有林と村・郷人民所有とはあきらかに

わけている。中宿区についても同じである (167ペ

ーの。もし，郷千-fまたは村有が国有林とことなる

とすれば，配分における郷有，村有の比率が高か

ったようなので， その後の農業合作社化に大きな

影誌を与えたと推測される。 この閥題は将来に残

さざるをえない。

(3) 固有林にたいする農民の用益権の拡大

j）；大な面積がp:J有林に帰したことはすでにみた

が， このことは同時に農民の111林，原野，荒地な

どにたいする支配権の拡大と矛盾するものではな

かった。所有権は国家が掌纏するが，農民にそれ

（－， の土地が貸与され，農民はその使用権を獲得し

た。中南区の511f8月に出た 1111林を迅速に分配

し，厳格に保護する怖令j (169ページ） 7条によ

れば，植林奨励のため，国有または公有の裸山，

He地，砂諜たどに植林するものは， そのすべての

果実を取得し， 当地の人民政府はその収益の〕部

をとってはならないとしている。河北省の「森林

保接弁法J 寄~ 5条は「すべての同有林，村有林；，

Ft＼体林の保護管理に参加する大衆は， その保護林

区内で，枝葉の刈り取り，副産物の取得の権利を

宿する・…・・」（65ページ〉と規定している。

この場合t土，梢林または森林保護の副産物の取

得について言われているが，林木そのもについて

は次の資料が参考になる。省人民政府が管理すベ

さ大面積の林野山管理県人民政府に委託された場

県はそこから出る収益の50～80%を取得でき

ることになっている（中南区の例， 172ページ〉。東北

岡部の遼西では，政府が種子，苗を出し，農民が
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耕地と統－換算かすは毎年のlj¥l穫があるιので，フ；（動）Jを／l',して！前村、し たi坊（；－，利益U:ll；交府に三｛｝%，

;1:1モヵ；80'::, 11/ i!} 十j→る与さがJIJ＇.；／，；＼（土jl て~ ＇／シ＇ .j) ,f.f:.tfi材、収詫まで長期IHl五：要すふLどう｝/Ii己1, fこり

/[,';] 人l;tf.＇づ｝配寸勺ごし j,ふィうが．即日lj
‘，
 

L
L
 

P
H
 

＼

L
 

／

i
 

l
リ

1
4
 

｝
 

f
 

〔

ごJJ:kい191{1i仁し l it {;-ffdi Jlム土 L1二 Ctu¥ill 'i"1' 

16［ページ）。／1.',J人への分配は!Ji（経’Ff;ff'にIII占，，工 L、

ヤサ，tりι土rmic.ti丸が強：主ぺてし、るh::こitr iす
， 
0o  

ーごに－~ (' ;(i，ゐり

（イトノリ〉内t＼にあたってi土い，，そう民l・ll二1:iふ

，ていら知；；ふる l、、it-Hi・二W.i1H1う‘：［－；，；［・" j l ！てj弘行，

l[¥l?;i:山分自己： tゴxJ8 friiiを山iじキ〈で持！！：あら L、；tl・Jか

白手!Jiニl以併できるよう i二／.hっf;この℃；上 ti＇，、か

この｜升釘材、山，，rむ除と使用惟のうよ総tt d川、；三、

誰栽焔祐一（ti/（えた者にその十｛[fl）がr/;1｝属i・j・，；ミ）（ハJJ;{[l!J ＇三

）リrhf年カ＼りてなれらの資H！，ミ「，額十甘さわる二ど it, 

l誌が性11，、c iNl件Jtiui ・ f:J也＆;i1'cr,・ .I,, r ＜＇.＞山村、処

JI）！＇’th位1HLβ；長（180ページ） (1) :1 i 1'11L1に坑j也k

I iでTlこし／ノJJ;cwinrrん＇-iiう‘;/Iζたっと定清寸心勺

JK'.tび〉発生を1¥/.iJ上するために，荒j也，衿！
品
市
／

いる ι 大日記jj主；ft~ iこ出I1::，よとL、だい的；fjji'(j;j;、Lたが，

そ（！） 用益｛在日山、jl ，・）均、i,'.／二（＇;J(:v)!l111:.1;;(1庁、

北地にたL、jゐ支配権 ii許し〈拡大LKてふ；・， 必、 F郷あと与し ιは十！の公f］（こすら二1l1は分配せず，

郷人民政府の官官I!1-'iにおし、ぐそU)j也の人民（／）どの長室U(H二;',ti也ιど（／）ifi！千f1七l正、ボネ｜、司 J：；（里子、ソ。

}J：三'ff:+;J;、〔」定期間、ど人りを1,tILL 森林を1！際1守する）村人r¥'.:,n公i(i＇！）とよIlJ，ぷ d 》は刀、1(I) (!)Lf_！庄司社！I・；、

f二て ft/i ', ';1、 Jtl,i］放牧駄にずら(f)Jl¥Ji-, ~:, ＇.、LtJi.;111］び’焚木メ！Jり、

b’；＼誌＇（j'O)iキ1J (162ペー

12£:米t"H-¥':11‘共1,1]i' 

をm.1t:して L、み。

'idこ点、，rr.三ょう；二，ジjでi工、

：二氏支配援の拡大における三局主五原則

」h'iciよ i ~j自己かx，王手l i二十手lj1 ご1; 

士しりJ也山人iで此l(f；~寸Jι4ミ（.＇ 1H'J:す，＇ i 二、り肉i

5. 

:U位L''.c

るものは， (/( ;{l]l也 l主主~＼ま／三 i.tHの人1(19111'｛七回してし、た柴，

トニドることカi予めんjL 亡し、えら《1, J「JjJ1下jiこイCf-hすと〉こと iし、 lU1't'Ji二＼rJ-1！！：..、
tHtにi LI有林J也または公有地て十i色村Wlために，イドJf ニ j[l,J 人；；＇~f--1JI i山l二換詳しぐおill包と杭～今日し

JH伎はを与えると主にも集団に優先権が1-j.えられj/JJ1とくに郷ー村人l¥:vld七（，iJ分分配寸る以外に、

）垣市区5三年 2Jjの「槻山，荒地の植林を喫！必fこ〉すでに多く排地内分配；土，両日のj且を1mいぐいる lコ

すゐ1fi'h I (213べージ）第；i条がその仰である c Ml j故1広しこ｛I故人の研究者に指摘され－，~ l‘、るようにラ

人に ＇i・える場，｝；こい；：5ル＼ケ 7ーノLfr: u決とし！ご労（必IJ）；のfiをたl基単位を基i誌にしてjγなわれJ二。

し、ど〉けti','リj女山＇； JIド仁く一'fltに出先人11数によっ

以上の検討から投資の懐妊持W¥Jがjミ；い土地ほとか；（IJ'fなどではりtj,nt七回 Li込て分配された， !11林，

月i益t4fの貸JJ-U)I：主には集団主義が賢かれた分自lーしのJ1;Ul!J金導入していることにぷゐ。

桃iむ，）） d'i'詩人 fI ゴ,l;f!'によみ何人ここ品＇）： jJ「J).1.. ~:, 0 荒Hi1,ii:ど金投資心、，，以；主主で♂） IUJ 山村、 JJ~Wf

分配と対H{{(yりであ，.＇.＿，＂

山林，原野問題にみられた義民のニ面性と

国家委譲との衝突

6. 

どに山 令， ）；二汐；fら

ごかららまでj也）jU）法令を中心に土地改革にお

NU也などの分配にかんする諸特

こ（／ > 11LI ・ ）山特徴をも J ぱ：lC;;fUJ l Y:,O 

ける1JI j;j;、，民（聖子，

i:J&をみて、Et:,, 

'jイ乃夫のrI1, f[.I 

f/¥J (I）土之さにし〉て'Jj1(¥すゐと

子＼＇U也、槻山フ砂i長

a 般森林（杉，松なとj

経済林〔茶~I，ゑJ主l，げやぶ，

1L1，本主，河ミ1I I trとj

れよう。

げ

恒

川

24 



1971010027.TIF

年の山林，原野，荒地をめぐる問題から形成され

たよ勺 i二川かれるo だ際li¥J題がもηU、／！とす！主務か

ら四〆 1 ＇）十i；ては矛盾iノ：：， '-¥'.: J1;ーがた士jI i一、、る。 ぞ

れlk封S2 u> I分岡山乙;t.;f j ;.s [.lcjイfHf姪光）Ji(l[ijJ と；；li

3の「農民の支配権の拡大」との衝突である。 ）！：

は第ろの知可1主義のf)j(HIJ i t両者を識がし、克服す

るも山正二ノて形成さjl，どこぐ j七こと考え心！し ，；：：， q 以下

におかで1%0～51年の実際の問題をみよう。

第 2茨は1950～52ifの森林破壊jT!j柿の推移を〆iミ

すも！／）で.'.i,.•；；＇，。 195orn J'f林破壊在1ifi'!U1：に11/i林

面積のお他に及ぶ。 一二の主たる店｛~社は；農民が芹r,

j撞木を焼いて開務するためである。山地は東北か

ら南はiL i吋古，安徽%と C報道さ;J1 ・c ，，、ど＇o

お 2表 1950～52f干の森林破壊·！，~iii'.

年 i森林焼さ面積柄拘戸積比｜鼠失木材 i水中才~l措Jik
I （万ha) I、九） I £万Ill~ ） I (7jm3) 

1950；捌加 Isち00（ヨ） I280<1、＇ 664 I 
1951 26科 （；I) I ;iRI) I 764 1 
1952 , 19 .4・:1) J X I 1120 l 

UH所〉⑦ 1951.3.17政務院「関於春季厳禁焼払

焼盤防止森林失災的指示」〔『林業法令主主新，，j;;j'';3 

,11rrJ J, 56ページ3

1./ 1 Jfよ人民政府林坐部「1950年計、主じ作法結和

1951-'f林業工作JIl両｜向上， 40ページ

昏句lと②より算出。

住） w偉大的十年』。

｜ぃ，iJ.Jl）より算出。

当時， Fでに華南，少数民族区を除Lぺ農村の

地主権力は打倒されるか昔日のものではなくなっ

ていた。また，地権，林権はいまだ確立されておら

ず， -n年（1(Jに権力の空白か存在したと汚えられる。

地方の幹郁が開墾をじjめる方針を 1ったミともあ

って，農民が個人の短期的利益を求めて耕地の拡

大に努めたと考えられるリ

これ；二f日、し， 中央政l(fは19511ドス凡 17日政務

院令「存季草原・山焼，開墾を厳禁し，森林火災

を防止することにかんする指示」をHIし，議林の

方針を出した。その後の護林政策の柱は，（1）「封

:11 (f林jのLH!l.1::12）開墾の；HI)ド；HCある。

'.I)IJ -,j:'.IIJII/＼］＇京高のみなじ 1人の入山 fi'.1,tiL 1-

ふ r/,（／）で， il：刊行の作1］で示すと，｛r:f1',:0)I-ilを1り

にわけ， 5年ごとにその中の 1区画を「封山脊林J

J-；$。 したが ＇） 亡15年で 1ff1うする。（2）の刑務むよれ

IU！でことな石川定ほti¥てし、主主が， 傾余：[1511主以上内

れのは必ず梢物を布r[えて， 開摂することを厳然す

れ。すでに宅竺で農業をfrtc／）ているものは柏林

十ふこと（凶i飢え＇， 116ページ）， /1三百i｝省では20J(t),.'J_1士

ir 1;~1トーし，！日～ 20度までは段々畑にすること（132

ページ〉など，各地に応じた規定がもうけられるよ

うになったυ I ;' ，・）までもたくこjti土表土保全びりと

pわである9

｜！日題はこの上うなIII家のtすl制によって，農民の

燃料，肥料採集上の困難が発生したり，刷業生産

,.1，原料が取引］＜犬なくなったーそこで， H*l!¥1,::qi. 

u，：こして， j1jc{f之入りを't."LJI二している区）｝,xを Jι
期間開放し，柴草刈り，下枝取りなどを行なわし

めるようにた，r、 また月巴tiについては持議月巴非主t千？

を指導したり， 集団性が導入されてくるようにな

った。個人の短期利益を追求する農民の変化が現

われるのである。先にみた， 1951, 52年各地で出i

主れた山林，限目If，荒地などの配分におじる集団

主義の涼則は l9:iO, 51年のこのような実態を店法

にしていたのではないか。

(it 1) 『村、業法令裳編第3輯』， 17ページ。

（法2) 東北人民政府「WIj氏発f町、中的没個がi付.1::1m

11＇］批発 J（『 ij也改革法令葉脳』）， 145ページ。

(ii: 3〕 仁井出限「中国の同総又は村落の土地所ヰI

1::J題」 （東京大学東洋文化研究所編『土地所，ofrの史［内

呪究』， 1957),340ページ。

〈従4）『人J¥'.I I報』， 195zrr-:s J l 14日， 2ベーン。
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Ⅲ　水利，河川沼沢
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る。 しかし，大衆の飲料水や洗濯に用いられてい

る場合には共同使用する。

河川昭沢水利，皿

一般規定
漆魚川駐車さで／.cI,、水利構j段用貯水池を耕地に准t:

仁分配す-i＇.，どは実際 iこどのよ λに行なわれるか不
l:J山改革法jの関係条引は次のと ］5りであるの

ト

r！
 

土
車蓑魚池は山林ど同じように彼われ，~1Hi条

分配の単位が各農家であれば怠味がな

しかし，前節でみた一般森林と経

lリiである。

い力、九である“
地と統一配分されるようth¥定さllてヤる。

i庁林（））分r¥c.:!)) ;r;違，すなわち，

経済林の分配は個的

水利と養魚

一一般森林の分調己はi没収した桜，水利について、［没収L、'df I庁ろに
吋JI t寸言

銀問主裁の胤WJがより強く，
t世防池貯水池などの71<利設備で，

分間日に不j直当な

分配できる

な農民所有‘の側面が強いという｛U:t,

との関係にみられる。

ものは耕地に準じて分配し，

ものはその地の人民政府が従来山↑！'t刊に依拠

して民主的に管理するとと」
沙子1,1, N丹田の国有北

j江沢のうちどの部分が固有化されどの部

(21 

ラ
！
i
 

）
 

ーに
サ
H
‘

た水平I］ぷ：1111などは大函湖，沼，河JII, ：石川条

うよがf七日l(r'.Jまたは個的な農民所有になったヵ、 Jこか
大森林／し｜山し！五！，~ミ司有と規定Wn荒地，

沙,J-i,J,湖i丑のlki千Jf七は

IYJ確である。

｜「l社会の実力者による占拠が早くに進んど。仁井

人←iふ資Ht｝：ないなかで，

沙ナH，湖回は肥沃地であるためか，
「沙川、l，湖悶の湖田について9

している。

f
Jワ〆心ノ第25条

うち， 地主所有あるいは公共間休所：釘のもの

「開放的な問教授は次のように述べているC.11¥
省以｜二の人民政府がはすべて国家に帰属し，

それを処理する適当な法律を月IJに定める」
れ1~ir：士山かつては，実力者一一一時には喋族，時には

高利貸などーーによる私的占取が露山
出

山林，原嬰F，荒地などしI）配分処理のnとλた，

’｝'i'にj庄められた。農民の生命の生産再生産の基盤
l山liJととのような異同かある／こんうか

；辰吉， iili＃駐，宋

救荒活民補遺書，その他には，このような

“占山献沢”の記事が累積してあらわれる。“湖一寸

はそれだけおびやかされていた。

会要，

長魚池と護班貯水池

第16条の養魚池の分配については江西省の具体

的な資料がえられる。

11) 

52年 1月公布の同省「土地

湖の水を開放して水位何一凡”という諺もある。貯水池の配分問題にかんする改革における山林，

河川としてはー尺の増水と

{/j/Jの利用価値はそのようにはなはだ高いこ

よくよくわかっていなが九、実力者は湖を

を－・寸低iめただけで，

なる。

とカ～

補充指示」（185ページ）は没収あるいは徴収した貯

ことなった処理方策を7/(jむを次の 3種にわけで、

/I iしている。

水間としてどしどし埋めたてた。……農民は濯概

水辺のアシ・ヨシや，水中の雑草

濯概水利用の貯水池で、長丘uこmいられない（イ）

用水の利用や，

の採取などを妨げられながら，

その貯水池の水が及ぶ範闘の面積にした
，
 

、ヤホ1
 

7
 

1

、、r
I
W
Hゆ

それを阻むことが共同使用する。がって，耕地に準じて分配し，

湖が亡んでその歴史だけは記録と

して後世に残ったJ。

「土｝也改n:,:i

f血三rJ，リぺ＇［ i:jF：党官僚を陰蔽した i訂i族タu,可f本刀：r-':i取

できなかった。同と同

水手I］が従の貯水池；主，毎年の

附也に検印して統一分配す

水利濯i慨が主で養魚も行なう池は，

じく耕地に準じて分配する。

H 

門業（ハL[Z入を考慮し，

主主魚が主で，
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したものであろう。最も典型的な例として，澗庭

訓畔の資料がキ）るかど）0 泌！畔にあら ll!r,IJt1，と私

どア 4 や lシJ）生し L Ir＜，無人の木jリマん d’d】

ポ， l(J20il胡後hr, IL！民党が「湖Ill；.むを設択し

て，襲民に開懇させながら，他方で強聞な地主制

を打お立てた。 1950年時点で：J6.2万ヘクタールの

米倉といわれる良国があった ξいうの阿武中：i;c. fl 

入植方、らJU1，主l¥,I］の確立， i：地改革主で山JliFlど決

1¥'；の入会1:tJ題十かかわる闘争力・： !J:: !! ＇.〆〈揃カイ lて

いる「

第25条は， このような歴史をふまえて，沙小IL

湖田を農民の広範聞な再生産基盤に影響を与える

＼，のとし亡とらえている。地主や’庁吏ヵ、らそれ cc,

め所fj権合別？号、する三とは農民ο;J(f1J, A<1,'i ア

シ・汗シ Jにどの係取を安定化寸一る三三でふると同

時に、 さらに一歩進んで、より合理的な地flのド！

編成を可能にするものといえよう。

2. 翠民の水利管選権の奪取

第17条日水干lj；こっャてどけとくに規定してい

る。没収したれのの分配原則；土，耕地に準じての

{[/il人分配L 分間した場合経常に不柑t;！設合には

人民政府の民主的管理がうたわれているが，実施

の過程では前者が実現した資料はみつからない。

既存の水利組織の権力を農民が奪取して，農民の

水利管理委員会を設、工した。

管理委民会じ「渠Jを単位として組離された。

「渠JはIJ本語？言えば用水路であるが， 「提j

の中に，濯河，溝，用水路のように人の労働jによ

って建設されたもののほかに，人工を加えない河

川を含むかU、なかは不明である。主主河の場合は

1950年人民解放軍が 1へての管理拾を握J化 。 魯

生によれば、すでに50年10月の段階で各地に訴し

い水利管理制度ができたようである。次のように

述べている（i3〕。 「各地にすでに初歩的に過去の

封建管理組織を改善した。それによって，歴史的に

介在してu、た区1ば，県と県，専ほと E与1ζ 省正省

,l・ びバ’ク｜、（（J/.d｛！＇.界ル打俄ん なきを単位里すふ統

は：理機構r，組織し，また，多くの科学的制度を

導入することによって，従来解決できなかった多

くの水利紛争を減少させ，濯描正面積を拡大したい

こ山資事すから， 水利管理委員会はほぼ基幹用水

路か「》田へ，JI水する小さか用木路まで階層的iこ）浮

;1止されて U 、ふこどが~）かるわそとで正〔要tc問題は，

A＜利管理制度が行政単位を基礎とするのではな

く，用水路単位で成立していることである。耕地

は行政村単位で配分された。山林，原野，荒主＼！.（土

IIでみえように，基本的lこは行政村単位で再分配

されく I，、る八 したが，，て， I.UキネヤiJ十I也におけふ）走

キ：建設投資よりも，水利建設投資の方が行政村の

境界を打ち破ってより広い経営体を形成する可能

性をもっ。 ここから投資主体としての水利菅程制

伐をfi¥l起にしな十わけにはいかない。その問題tこ

ft＼、あ Eえ；こ， ！）~民ぴ） Jk干lj管理：M度の組織化仁と

もなってどのよちな効果があらわれたかをまとめ

ておく。

付） 水租や水利にまつわる浪費が軽減した〔U.4〕。

山西省趨城霊泉渠， 「大郎」祭と折、して毎年小

麦10崎余庁の浪費， 総次il車問毎年渠の祭やた一工

の賃金で80万斤の小麦の浪費υ

｛ロ） 水争U、の減少。

青海，甘粛両省 1950年には大小600件発生し

た。 51年には解決の方向に向かう (II5）山西省検

次専区，土地改革前120件であったのが， 51年に

,:HG件iこ低減，I6〕。

川 水平lj察整制度の廃止， f卒夏の例(i'7）。

（.：：.）合理的給水により既存設備の範聞で瀧概面積

が増加。山西省沿河の例では水利管理委員会の

成立によってもともと 8本あった桜堤を 1950年
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結語にかえて
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あったn

ノ；－ l:、で［！本でi子I.：われてきょて il1itlの tー：Ji~革命の

には：1木、日l年；こは 2本とりくずし：1;fごにした 2

JI'.: T"lll)j人う｝ソ）そのあ1;1,1~ ， {i:li'il修 （【＇摂九万 J1－，喝

II／日早！？山勺 ！， fてl/!Jil¥

l Jo 民主i土本来日＇f＇長

fi庁’；＼＇： ti,i11v ,1，；てペアL、よーカι，

,n Pl配分； ~ IIH,l:: .~ J tてL、たし

H'1ルj'c11！弘111:ii1f』lI JI; ト I ，、一’／、、 y七れ

農村全｛本のil1Jll1{JJ,; A！十i色／？けでは｛｛＿，・r.できない，

村；

:: = 7）で‘（二： (l）段階にjfutsと；］＜手WtJil!fljiJ伎はも

は＇:C,ipJこる；）（；＇）配給と此併； j))j引守合れなう符f[l)::, 

ノi、c/iI: f士、l'>:jj:τしょ：と L、.－， , 

L en {I機（（）関連に上一，てまf,めて存立しうるもので

下からび〉｜：地

t'.'.:: .'( ,I' ', '). I), [ !cが心、 111{i'H~ を動かした山 ft! J(i 

iむハケケ、－ /[.. (/) ,-) t・ ν10%の.'17()071J、ククールであ
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JJ;>J'f、荒地ItIt~家所有の実現をmった。

所｛［権と用益権を分離するょの［J~'*' 111 J ::t, 121 

ことによ－ '-c，実長は集団的農民所有（占｝誌の方町

農民の支配除去：が,rl量当かもしれなhウを実現し，

苦しく拡大した。

永手!Jは：；之氏による！日水干lj組台の奪採によっ

ノk干1］管理委員会を設立し，水干lj合ft'社への

i五をI¥Hいた。

第：－； ｝：人の集団的農民所有の実現は個人農民の農

業集同｛じを準備するものとしてきわめて重要であ

るわ耕地の農民的所有を実現して以後，集団化に向

かうメカコズムト二 J山、ていくつかの研究がなされ
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〔；I") J」人以 II十日、 1951；ト 7JJ221', ゴヘ

〔，I ii) J人，，.，， I宇品.ii,1952!1今；， J: 1 Ii, 2 ・ -ノ リ

〔，I 7) 『人／ lltJ.J], 1950{1101]231', 2ベージう

〔iI 8）『人i、｜｜報』， 1952"1:1 JI l 11予 2，、／。

〔止！｝〉 『人民 II千iUJ, 1952与5JJ 12i I, 2へ←＞.，
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三五｛－ r, J予／，、コーナ
ペ吐 l!!Iii' , ι 〆4 、

J ii村嘉夫氏の次のような指椀があ

るf1 c JO 1-・ ・ "・ J 952年には個人経営，集団労働を内

海とする互liJJ組が，前年と比べて急速に持及した。

ているな均、で，

u也改$以後主主合ii二位化を推進した力Ll:,

目かん多大な物的基擦の供給金う

l~i 分たおれ共同労働を：！，！；；1還にして

でみたように『

i整林、 31林のための互助，協同組織も増大してい

こうした造林・造林の集団il I¥ Lt:こL、のi士，
., 
ノ戸、 F

'" 

けることなく

111川出山から山山岳債をえてゆく i；う t.：／；ミJOl下で
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貧農 ζ，1，むとした i、hらの tj也配分劉守？でlJ, ,1,1日れ

れにまで及ぶことを歴史的に明らかにし，前者を淡地

己t・'ii-，係者を土地［皆本と概念：i先延したかノに滝JIItt¥T;n 

文「現代アジアにおける土地改戸の基本生1ちにかん J

る一考然」 （滝川勉，斉藤一夫編『アジアの土地WIJ!Jl:

と農村1J；ミ構造』，アジア経済研究所， 1968年）がふ

る。

協同組織形成の大労働力， M市的な農村の互助，
きな契機となっていることであるJC傍点引用者）。

二山指摘ドミうめてmi,tfである〉

（調盗研究部〉

Ci上1) Ill村止； A:「中凶の木材；1：：業J（『γジアt抗
日」， 196(i!f!J月号）， 19〆ぞージ。

（注2) こ｝点， I.J也門己分問1川. : ; l、て｜かハのも

のは，基本的に耕地配分だけにとどまらざるをえず，

アジアを見る限シリーズ（B6変型判.J（，：装ピニーlレカパー付），川

躍動する低開発国高1111:1が，政治的，経済O'J発汗の場で第三勢力

としての地少を者々と築き上げて占た今 [I，よれら諸l認の現状

分析と状況の把握の鰹論的ベースは，いわゆる「南北問題Jへ
！変転 Ij 宇。しか l-;';' i'J 1らこのよ弓な情勢を踏まえた丹えで，

Lえて［1;(;¥,.11：ち返り，ハ F シ J J ン， ミノιダーノレ，スルクセ，

uストー， Y インバ ゲン以下［i＇］外の 80.九にRぶ経i斉学兵の文

Ii!!; t..: Ji＼：りしげ，戦後の低開発｜川IJ/liuFJl，向日〉再検討をし．理論的

九：IJJJ合試みろ。

t: ；当i土， 「f将Jt1m足立j fどより鮮明に浮き彫りにする意味とも，

,f[要な （Jiイ［となる好事Cある。

低開発国開発 理 論 の 系 譜

郎著：
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